
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象期間：２０22 年 4 月～２０23 年 3 月 

 発行日：２０2３年 4 月 17 日 

有限会社 権田商事 
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１． 組織の概要 

① 事業所名  ：有限会社 権田商事 

代表者氏名 ：権田秀之 

 

② 所在地      :本社（登記上）：東京都大田区羽田 4-10-6 

      ：旭町事務所：東京都大田区羽田旭町 1-16 

      ：積替保管所：東京都大田区東糀谷 6-6-15 

 

③ 環境管理責任者：伊東砂美  TEL：0３-3745-3083 

              FAX：０３-3745-3039 

Ｅメール：info@gonda.co.jp 

担当者：同上 

 

④ 事業活動の内容：一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業、再生資源取扱業 

 

        

⑤ 事業の規模 

従業員数 22 人 

敷地面積 359.23 ㎡ 

 

 

＜情報公表項目＞ 

 

①  法人設立年月日：1983年 04 月 01 日 

 

②  資本金    ：300 万円 

 

③  売上高    ：3億 7509 万円（R4 年 4 月～R5年 3 月） 

 

④  組織図    ：社長――総務部 1 名 

            ―経理部 1 名 

            ―営業部 2 名 

            ―業務部 17 名 

 

ア．許可の内容 

 

一般廃棄物収集運搬 許可品目 

東京都 許可番号 

 

許可年月日 

及び有効期限 

紙くず 木くず 繊維くず 厨芥 

（生ごみ等） 

※10 区 第 914 号 R4 年 10 月 1 日 

R6 年 9 月 30 日 

○ ○ ○ 〇 

※10 区・江東、港、渋谷、新宿、世田谷、千代田、大田、中央、品川、目黒 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業 許 可 品 目 
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都県・市 許可番号 許可年月

日 

及び 

有効期限 

動

物

性

残

さ 

汚

泥 

廃

油 

廃

酸 

廃

ア

ル

カ

リ 

廃

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

類 

ゴ

ム

く

ず 

金

属

く

ず 

ガ
ラ
ス
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
陶
磁
器
く
ず 

鉱

さ

い 

が

れ

き

類 

ば

い

じ

ん 

紙

く

ず 

木

く

ず 

繊

維

く

ず 

東京都 

収集運搬 

13-10-029547 R4.3.13 

R9.3.12 

○ ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○ 

積替保管 

 

13-10-029547 R4.3.13 

R9.3.12 

     〇  〇 〇       

神奈川 

収集運搬 

01401029547

号 

R4.4.21 

R9.4.12 

○ ○  ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○ 

千葉県 

収集運搬 

01200029547

号 

R5.3.15 

R10. 

1.21 

 

〇 〇  〇 〇 〇  〇 〇  〇  〇 〇 〇 

 

 

イ．施設等の状況 
 ・運搬車両の種類と台数、積替え保管施設 

 

３.５ｔキャブオーバ ３台 ３ｔパッカー車 ３台 

２ｔキャブオーバ  １台 ４ｔパッカー車    ４台 

２ｔダンプ １台 ２ｔパッカー車 １台 

２ｔバン（箱車） １台 アウディ（送迎車） １台 

レヴォーグ（営業車） １台   

積替え保管施設 保管積替え面積：  ２㎡  最大保管量：  各２㎥ 

電動ホイスト 1ｔ吊り 1台  

 ウ．事業計画（R4 年度） 

収集後、以下に搬入 

・10 区委託一廃と一般廃棄物：区指定清掃工場へ搬入 

・資源ごみ：古紙問屋、スクラップ問屋、廃棄物再生事業者 

・産業廃棄物：顧客指定中間処理業者 

 

エ.処理実績（R4 年度） 

  収集運搬数量：5935.86ｔ ※積替え保管の実績はありません。 

 

２．対象範囲 

・登録組織名：有限会社 権田商事 

・対象事業所：旭町事務所：東京都大田区羽田旭町 1-16 

       産業廃棄物積替保管施設 東京都大田区東糀谷６－６－１５ 
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３．環境方針 

 

有限会社 権田商事・環境経営方針 

 

＜基本理念＞ 

 

 当社は限りある資源を大切に「地球に優しく」をモットーに一般廃棄物・ 

産業廃棄物の処理及びリサイクル業務を行っております。 

 

・お客様の期待に応えられる会社であること。 

・社員が幸せに暮らせ、働き甲斐のある会社であり続けること。 

・経営成果を独占しない会社であること。 

 

 

＜環境保全への行動指針＞ 

 

1. 具体的に次のことに取り組みます。 

 

① 従業員に対する環境教育の実施及びエコに対する意識改革 

② 収集運搬車・社用車の燃料消費、並びに電力の消費に伴う二酸化炭素の削減 

③ 受託産業廃棄物の３Ｒ（減量、再使用、再生利用）の推進、ごみ分別の徹底 

④ 水資源の節水 

⑤ 事務用品のグリーン購入 

 

これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的な改善に 

努めます。 

 

 

２． 環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。 

 

３． 全従業員に周知する。 

 

 

制定日：２０２2 年 4月１日 

              代表取締役社長 権田秀之                                             
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有限会社　権田商事
     エコアクション21組織図 作成日 2021年　4月8日

作成者 伊東　砂美

　

代表者　（社長） ・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営システムの実施及び管理に必要な設備・費用・情報 ・人を用意

・環境管理責任者を任命

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・課題とチャンスを明確化する

環境管理責任者 ・環境経営システムを構築・運用する（代表者からＥＡ２１の権限を委任）

・実施体制の構築（組織図及び役割・責任・権限）

・環境目標・環境活動実施計画書/実績表の作成

・教育・訓練の実施を指示

・環境上の緊急事態への準備・対応

・環境活動レポート作成

・環境活動の取り組み結果を代表者へ報告

・ＥＡ２１の推進（代表者の指示を受けて）

・環境への負荷及び取組チェック実施

・環境関連法規等の取りまとめ表作成と遵守評価実施

・環境関連文書・記録の管理

経理部 ・外部環境情報の窓口（総務部）

総務部 ・環境目標及び環境活動計画の実施・確認・評価、達成状況の報告

営業部 ・環境活動におけるチェックリストの記録・運用管理

業務部 ・実施上の問題点の是正・予防処置実施

全従業員 ・環境方針を理解し、環境への取り組みの重要性を自覚

・ＥＡ２１で決められた各自の役割を実施

代表者（社長）
権田秀之

環境管理責任者
伊東砂美

役割・責任・権限

経理部
瀬戸山三保子

総務部
藤巻達也

営業部
宮下竜輝

業務部
菊池直登

 



5 

 

５．環境経営目標と実績 

＜2020 年度 中期目標＞ 

 
2021年度 

実績 

2022年度 

目標 

2022年度 

実績 

2023年度 

目標 

１．二酸化炭素排出量削減 

・電気 kWh 15.734 15.734 14.205 14.205 

100％ 

・ガソリン L 4,843 4.843 5.667 5.667 

100% 

・軽油 Ｌ 95.328 95.328 104.414 104.414 

 100％ 

ＣＯ２ 

kg-CO2 

264.152 264.152 288.828 288.828 

100％ 

２．一般廃棄

物削減   kg 

1.595 1.595 1,583 1.583 

100% 

３．水道水の

削 

減  ㎥ 

167 167 148 148 

100％ 

４．グリーン

購入 円 

33.127 実績ﾓﾆﾀｰ 

 

20.570 実績ﾓﾆﾀｰ 

５．環境配慮

活動 累計人

数 

326 実績ﾓﾆﾀｰ 361 実績ﾓﾆﾀｰ 

○目標達成 △目標未達成但し基準年比減 ×目標未達成 

 

※CO2排出係数は、Ｒ4発表の東京電力エナージーパートナー調整係数＝０．443 kg-CO2/kWh

を使用した。 

※化学物質は使用していません。 
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６．環境経営計画・取組結果と評価、次年度の取組内容 

環境経営計画 取組結果と評価 次年度の取組内容 

二酸化炭素排出量削減 

（電気） 

① 不在・帰社時の消灯 

不使用電源 OFF 

② 空調温度（夏 25℃、冬 23℃） 

③ クールビズ・ウオームビズ 

④ 節電シールの貼り付け 

⑤ エアコンフィルター洗浄 

 

 

 

・消灯の実施は、ほぼ実施出来た。 

・室温管理は十分徹底出来なかった。 

・クールビズは、９月一杯実施した。 

・節電シールの再確認。 

・エアコンフイルター洗浄は、暖房運転開

始前に実施。 

  

 

 

継続して実施する。 

 

 

二酸化炭素排出量削減 

（軽油）（ガソリン） 

① エコドライブの教育実施 

 

② 車両の定期点検・整備 

 

③ タイヤエアー圧点検 

 

中期計画について 

① 回収ルートの改善 

 

 

 

・「エコドライブ１０の勧め」で従業員に 

説明した。 

・車両点検・タイヤ空気圧点検は、車両毎

に実施している。 

・あまり成果はなかった。 

※ガソリン車についても同様に実施。 

 

・お客様にご協力頂き、回収不要日を車載

器上に表示し、走行距離の短縮の一環と

して見直した。 

 

 

エコドライブについて

再度徹底する。 

継続して実施する。 

一般廃棄物排出量削減 

① 分別の徹底 

② 廃紙の資源化 

③ 裏紙の利用 

④ コピー損紙削減 

⑤ 社員教育の実施 

中期計画について 

① 紙書類の電子化 

 

 

・分別は周知徹底、実施出来た。 

・紙類、捨て紙等のリサイクルは実施済。 

・従来から心掛けている。 

・従来から心掛けている。 

・計画に沿って実施した。 

 

・現在進行中。 

 

 

継続して実施する。 

 

 

水道水の削減 

① トイレ使用時、手洗い時の節水 

② 節水シールの貼り付け 

③ かけ流し禁止の徹底 

 

・節水シールを貼り、周知に努めた。 

 

 

 

継続して実施する。 

事務用品のグリーン購入 

① 発注時確認 

中期計画として 

①  対象拡大 

 

 

・購入実績は少ないが実施出来た。 

 

今度も継続し、対象を拡大する。 

 

継続して実施する。 

 

環境配慮と活動 

① 会報の発行 

② 清掃工場・中間処分場の見学。 

環境展への視察 

 

会報の発行も出来た。 

・エコドライブ勉強会、環境展の視察 

等実施済。 

 

継続して実施する。 
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③ 社員教育の実施 

 

中期計画として 

① より多くの社員の参加に 

努める 

社員全員によるミーティング、幹部会によ

る教育を実施した。 

 

今後も継続に努める。 

 

             

７．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価の結果 

並びに違反、訴訟等の有無 
当社に適用される環境関連法規について、R4 年 7 月 7 日に遵守評価を実施した結果、 

これらへの違反はありませんでした。 

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去 3 年間ありませんでした。 

 

 法規等 適用事項 遵守評価 

1 廃棄物処理法 一般・産業廃棄物の適正管理 遵守 

2 東京都廃棄物条例 実績報告 遵守 

3 古物営業法 帳簿記載・名義貸しの禁止 遵守 

4 自動車 NOｘ・ＰＭ法 Ｎｏｘ・ＰＭ排出基準 遵守 

 

８．代表者による全体評価と見直しの結果 

コロナが落ち着き改めてコロナ以前の日常が戻ってきた感がある。 

アフターコロナの代償として環境負荷が増え、未達では電力、ガソリン、 

軽油が目立ってきたが、仕事依頼の受注や営業活動、売上も伸びている。 

来期に関してはこの伸びを維持、更なる上昇を目指しつつ、 

環境負荷を抑える努力していく。（以上） 


